
 

 

 

意見提出手続  

 

 

                                                        令和７年１２月２６日 

 

 

   市 民 の 皆 様 へ 

 

 

                                                 旭川市長  今 津 寛 介 

 

 

「旭川市地域自治推進ビジョン改訂案」に対する意見等の募集について 

 

 本格的な人口減少・高齢化や生活スタイルの多様化、新型コロナウイルス感染症の拡大など、

急速な社会情勢の変化のもと、持続可能な地域社会の実現には、市民の主体的な参画と「共助」

「公助」が連携した地域自治の仕組みを、時代の変化に対応させながら機能させていくことが重

要です。 

本市では「旭川市地域自治推進ビジョン」に基づき地域自治を推進してきましたが、このたび

社会情勢の変化に対応するため、内容の改訂を行います。今回の改訂では、地域コミュニティの

活動負担を軽減し、新たな担い手との連携を図り持続可能な地域社会を築くため、活動のあり方

や協働の方向性を定めました。 

  つきましては、「旭川市地域自治推進ビジョン改訂案」に対する意見提出手続（パブリックコ

メント）を実施いたしますので、御意見、御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 １  意見募集期間 

 

    令和７年１２月２６日（金）～ 令和８年２月６日（金） 

 

 ２ 意見募集のテーマ 

 

       「旭川市地域自治推進ビジョン改訂案」に対する意見、提言など 

 

 ３ 意見の提出先とお問合せ先 

 

       〒０７０－８５２５ 

     旭川市７条通９丁目 総合庁舎３階 

         旭川市 市民生活部 地域活動推進課 

         電話：（０１６６）２５－６０１２ ＦＡＸ：（０１６６）２５－３３８１ 

         電子メール：chiikikatsudo@city.asahikawa.lg.jp 

  

４ 意見の提出方法 

 

    別紙、『意見提出手続「意見書」』に、御意見等を記入の上、次により提出してくださ

い。（使用できる言語は原則として日本語のみとします。） 

民 生 常 任 委 員 会 提 出 資 料 

令和８年１月２０日 市民生活部 



 

 

 

(1) 郵送又は持参 

(2) ファクシミリ送信 

(3) 電子メール（Ｅメール）送信 

   ＊ 電子メールで意見を送信する場合、「意見書」の書式は旭川市ホームページ  

の意見提出手続のページからダウンロードできますので、御活用ください。 

(4) 電子申請 

   ＊ 旭川市ホームページの意見提出手続のページから直接御意見を送信することができま

す。 

(5) その他 

   各支所（東部まちづくりセンターを含む。）、各公民館の窓口に設置する『意見書提出

箱』に投函することもできます（各支所は出張所、各公民館は分館を除く。）。 

   ＊ 投函に当たっては、「意見書」を封筒に入れたり、４つ折りの上ホチキス留めするなど、

表から氏名、住所等が見えないようにしてください。 

  ※「意見書」を使用しないときは、御意見等のほか、次の事項を必ず記載してください。 

    (ｱ) 氏名・住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地 

    と代表者の氏名） 

    (ｲ) 意見提出者の区分 ～「意見書」を御覧ください。 

     (ｳ) 意見提出手続の対象施策の案の名称 ～「旭川市地域自治推進ビジョン改訂案」と 

記載してください。 

 

 ５ 意見提出手続の結果について 

 

 提出された御意見と御意見に対する市の考え方は、取りまとめを終え次第、公表します。

公表に関する書類は、地域活動推進課、市政情報コーナー（総合庁舎１階）、各支所（東

部まちづくりセンターを含む。）、各公民館で配布する予定です。 

また、本市ホームページ（https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp）でもお知らせ 

します。 

 

 

 お寄せいただいた御意見は、公表します（氏名・住所等の個人情報は除く。）。 

 



 

 

＜様式第２号＞ 

 

意見提出手続「意見書」 

 

                                                         年  月  日 

 

（宛先）旭川市長 

 

                          住  所  

 

                          氏  名 

 

                          電話番号 （   ）  － 

                       法人その他の団体にあっては、名称、事務所 

                ・事業所の所在地と代表者の氏名 

 

 施策の案の名称 

 

旭川市地域自治推進ビジョン改訂案 

 

（意見記入欄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
    

【注意事項】 

※ 匿名の意見、本施策と無関係な意見、賛否のみの意見は、回答・公表・計上の対 

象とはいたしません。 

 ※ 個別に要望等がある場合は、意見提出手続とは別に担当課又は広報広聴課にお寄 

せください。 

【意見提出者の区分】 

  １から５までのうち、該当するもの一つを丸で囲み、（ ）内に必要事項を記入 

 してください。 

 

１  市内に住所がある方 

  ２ 市内に事務所・事業所がある個人・法人・その他の団体 

        事務所・事業所の名称 

        所在地 

  ３ 市内にある事務所・事業所に勤務している方 

        勤務先の名称 

        所在地 

  ４ 市内にある学校に在学している方 

        学校の名称 

       所在地 

  ５ 意見提出手続に関する事案に利害関係がある方 

      （利害関係の内容                                                ） 

個別回答の要否 

 

  要 □  不要 □ 

※個別の回答を希望する方は、「要」にチェックを記入してください。 

                                  ＊ 意見記入欄として別紙を添付することができます。 

 

※ 備考 この様式により難い場合は、この様式に準ずる別の様式を用いることができます。 

 

 



 

 

＜様式第２号＞【記載例】                         

 

意見提出手続「意見書」 

 

                                                        年  月  日 

 

（宛先） 旭川市長 

 

                          住  所  旭川市７条通９丁目 

 

                          氏  名  旭川 太郎 

 

                          電話番号 （０１６６）２６－１１１１ 

                       法人その他の団体にあっては、名称、事務所 

                ・事業所の所在地と代表者の氏名 

 

 施策の案の名称 

 

  旭川市地域自治推進ビジョン改訂案 

 

（意見記入欄） 

   ●ページの○○の項目に▲を加えてはどうだろうか 

  

 

◎ページ□□については、△という情報もあるので取り入れてみては 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

 

※ 匿名の意見、本施策と無関係な意見、賛否のみの意見は、回答・公表・計上の対 

象とはいたしません。 

 ※ 個別に要望等がある場合は、意見提出手続とは別に担当課又は広報広聴課にお寄 

せください。 

 

【意見提出者の区分】 

  １から５までのうち、該当するもの一つを丸で囲み、（ ）内に必要事項を記入 

 してください。 

---------------------------------------------------------------------------- 

  １  市内に住所がある方 

  ２ 市内に事務所・事業所がある個人・法人・その他の団体 

        事務所・事業所の名称 

        所在地 

  ３ 市内にある事務所・事業所に勤務している方 

        勤務先の名称 

        所在地 

  ４ 市内にある学校に在学している方 

        学校の名称 

       所在地 

  ５ 意見提出手続に関する事案に利害関係がある方 

      （利害関係の内容                                                ） 

個別回答の要否 

 

  要 □  不要 □ 

※個別の回答を希望する方は、「要」にチェックを記入してください。 

                                  ＊ 意見記入欄として別紙を添付することができます。 

 

※ 備考 この様式により難い場合は、この様式に準ずる別の様式を用いることができます。 

 



旭川市地域自治推進ビジョン改訂案（概要）

旭川市 市民生活部 地域活動推進課

１ 旭川市地域自治推進ビジョンについて

本市では「旭川市地域自治推進ビジョン」を策定し、
町内会や地域の様々な団体による自主的な活動を通じ
た地域づくりの推進に取り組んでいます。本ビジョン
では、行政と様々な団体が適切な役割分担のもとで協
力し、共に地域づくりを進める
ための基本的な考え方や方向性
を示しています。

地域づくりに取り組むための考え方や方向性

2 改訂する理由

ビジョン策定から約10年が経過し、人口減少や少子
高齢化、感染症の拡大、価値観の多様化など、社会情
勢は大きく変化しました。また、市民アンケート等を
通じて、地域コミュニティでは担い手不足や負担増加
といった課題も明らかになっています。こうした現状
を踏まえ、持続可能な地域づくりのため、ビジョンを
改訂することとしました。

人口減少
少子高齢化

ライフスタイル
や価値観の多様性

感染症後の社会

地域を取り巻く環境が大きく変化

３ 改訂の視点

地域活動を担う人の負担を軽減

新たな担い手の育成や確保

地域で活動する様々な団体との連携

デジタル技術を活用した情報共有や
発信を効率化

持続可能な地域づくりを目指して
４ 主な改訂内容

改訂に当たり「基本目標」や「目標の達成像」は概
ね踏襲し、地域活動の持続化に向けた優先課題として
行政からの依頼業務の負担、地域活動の負担や役員の
高齢化や担い手不足がある現状を踏まえ「町内会の負
担軽減」と「新たな担い手の育成・確保」を設定しま
した。また、これらの優先課題に取り組むための具体
的な取組をビジョンに組み込み、持続可能な地域づく
りを実現することで、安心安全な地域社会の実現を目
指します。

優先課題を新たに設定



旭川市地域自治推進ビジョン改訂案（概要）

旭川市 市民生活部 地域活動推進課



 

                              

                                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

旭川市地域自治推進ビジョン 
 

 

改訂案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年（２０２６）年 月 

旭 川 市



 

 

旭川市地域自治推進ビジョン 

 

 

目   次 

 

旭川市地域自治推進ビジョンの改訂に当たって                １ 

  

 推進ビジョン策定の流れ                          ２ 

 

【第１章】 地域活動のこれまでの取組と現状                 ３ 

 

１ 地域自治推進の背景                         ３ 

 

２ 本市の地域活動団体の状況                      ３ 

 

 

【第２章】 本市が目指す「地域自治」のかたち                ６ 

 

【第３章】 地域自治推進の基本目標                      

 

基本目標１ 組織間の連携促進と機能強化                 ７ 

基本目標２ 行政支援と機能の充実                    ８ 

基本目標３ 地域の活動拠点機能の整備・充実               ９ 

基本目標４ 地域範囲の最適化                     １０ 

基本目標５ 情報共有体制の強化                    １１ 

基本目標６ 地域活動参画に向けた環境づくり              １２ 

  

 

【第４章】 地域自治推進の優先課題と具体的な取組              

 

１ 町内会活動の負担軽減                       １３ 

２ 新たな担い手の育成・確保                     １４ 

 

 

【第５章】 地域自治推進の基本目標の取組の方向と具体的な取組       

  

１ 組織間の連携促進と機能強化                    １５ 

２ 行政支援と機能の充実                       １７ 

３ 地域の活動拠点機能の整備・充実                  １８ 

４ 地域範囲の最適化                         ２０ 

５ 情報共有体制の強化                        ２１ 

６ 地域活動参画に向けた環境づくり                  ２２ 

 

推進ビジョンの目標（ロードマップ）                   ２３ 

 

旭川市地域自治推進ビジョンにおける考え方（体系図）           ２４ 

 

 

 



 

 

旭川市地域自治推進ビジョン 

 

参考資料編 

 

・本市における人口・世帯数・人口構成の推移               ２６ 

・地域活動団体の状況                          ２８ 

・地域別人口（地域まちづくり推進協議会 所管区域）           ３０ 

・地域まちづくり推進協議会の取組状況                  ３１ 

・町内会等活性化事業の取組状況                     ３２ 

・市民の企画提案による協働のまちづくり事業の取組状況          ３３ 

・地域・機能別の主な市有施設の状況                   ３４ 

 





 

 

旭川市地域自治推進ビジョン 
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旭川市地域自治推進ビジョンの改訂に当たって 

 

本格的な人口減少と高齢化が進む状況において、地方自治体は、持続可能で個性豊かな地

域社会を形成していくため、多様化・複雑化する住民ニーズや地域課題に総合的に対応して

いく必要があります。 

また、住民が快適で安心な暮らしを営めるよう、地域社会を支える多様な主体が、それぞ

れの組織の枠を超えて連携を深めていくとともに、実現したい未来の目標像を共有していく

ことが重要です。 

  

本市では、「住民が地域の課題を共有し、解決策を検討する個性ある多様なまちづくりを推

進していく」ことを目的として、平成２２年度に地域まちづくり推進協議会を設置しました。

その後、市民主体、地域主体などをまちづくりの原則として掲げた「旭川市まちづくり基本

条例」（※）を制定し、その理念を更に推進するため、目指すべき姿を全市的に共有し、事業

を円滑に推進していくことを目的として、平成２６年１０月に旭川市地域自治推進ビジョン

（以下「ビジョン」という。）を策定しました。 

 

ビジョンの策定から約１０年が経過し、その間、異常気象による大規模災害や新型コロナ

ウイルス感染症の蔓延など、社会構造に大きな影響を与える出来事が発生しています。こう

した社会的不安の中で住民が困りごとを抱える中、地域活動が停滞し、地域コミュニティの

持続が難しい状況が生じています。一方で、自分の身を守る「自助」や国・自治体による「公

助」に加え、住民同士が助け合う「共助」の重要性が改めて認識されています。 

 

こうした社会情勢の変化等を踏まえ、これまでの取組状況を整理し、地域活動を持続可能

なものとするために優先的に取り組むべき課題を明確化した上で、今後の方向性についてま

とめました。 

改訂に当たっては、基本目標や目標の達成像などの骨格を維持しつつ、現状の課題を整理 

し、優先的に取り組むべきことを示しています。 

 

今後とも、このビジョンで示す考え方を十分に踏まえながら、持続可能な活動や新たな共

助の担い手との連携、そして活動の負担軽減を通じて、持続可能で安心な地域社会の実現に

向け、取組を進めてまいります。 

 

 

※ 旭川市まちづくり基本条例 

～まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、市民主体のまちづくり

を更に進めるとともに、魅力と活力に満ちたまちを実現することを目的として

策定し、基本原則に「市民主体」「地域主体」のまちづくりを掲げています。（平

成 26年 4月 1日施行） 
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 推進ビジョン策定の流れ 
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【第１章】 地域活動のこれまでの取組と現状 

 

１ 地域自治推進の背景 

 

住民のライフスタイルや意識、価値観が変化し、住民ニーズが多様化、複雑化する

中、これまでのように全市一律の行政サービスの提供という考え方だけでは、地域の

課題に柔軟に対応することが困難になってきました。一方ではＮＰＯやボランティア

など住民の非営利的活動の広がり（市民活動団体の多様化）があり、地域社会を支え

る上で必要となる地域活動や協働の担い手として活躍できる仕組みづくりが必要とな

っています。 

地域での課題解決と持続可能な地域自治の実現に向けては、地域活動団体の負担軽

減を図りながら多様な主体が連携し、地域づくりを効率的、効果的、持続的に取り組

んでいける組織づくりなど、地域の実情を踏まえながら地域自治の取組を進めていく

ことが必要となります。 

 

２ 本市の地域活動団体の状況 

 

地域には地縁団体である町内会や市民委員会のほか、地域には地区民生児童委員協

議会や地区社会福祉協議会、消防団、ＮＰＯ、経済団体をはじめ、様々な地域活動団

体が存在しており、それぞれの住民の福祉向上や地域の活性化のための役割を果たし

ています。 

また、学校による地域との協働活動や、企業による地域社会への貢献活動に取り組

む動きなども見られます。 

 

・地縁団体 

本市では、町内会や市民委員会を中心に、住民の主体的な活動によって地域の連帯

性を高め、住みよい豊かな地域づくりやまちづくりを目指して進んできました。 

市民委員会は、昭和３６年に町内会を母体とした従来の「連合町内会」から、町内

会組織と連携・協力を図りながら、民主的なコミュニティづくりを目指して結成され、

他都市には見られない自主的、民主的な組織として、町内会の範囲を超えた広い地域

の中でまちづくりをはじめとする地域活動を実践しています。 

また、市民委員会連絡協議会は、６１地区市民委員会の会長と５専門部会の部会長

により構成され、地区市民委員会相互の連絡、調整、協議の機能を持ち、市民と行政

を結ぶパイプ役も担うコミュニティづくりを推進する組織として、全市的見地に立っ

た取組を進めています。 

一方で、近年は少子高齢化や核家族化、生活スタイルの多様化などを背景に、組織

内での役員のなり手不足や、町内会加入率が低下するなどの状況にあり、持続的な活

動に向けての課題となっています。 

 

・地域まちづくり推進協議会 

さらに、平成２２年度からは、地域特性に応じた個性ある多様なまちづくりの推進

を目的として、７つの支所地域に地縁団体や地域で活動する様々な団体等で構成され

るまちづくり推進協議会を設置しています。平成２４年度には、全市域に拡大しそれ

ぞれの地域において、課題解決に向けた取組が進められています。 
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※専門部会は広報部会、交通部会、青少年育成部会、女性部会、防犯部会があり地区市民委員

会各部との連絡・調整・協議が進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域まちづくり推進協議会 
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 本推進ビジョンにおいては、市内の各地域で、地域の包括的な課題を解決し、住民の連携

を図ることなどを目的に、町内会や市民委員会、ＮＰＯ、各種団体などによって構成された

組織を、町内会・市民委員会等の地縁団体を含めて、「地域活動団体」とし、そこでの住民に

よる主体的な活動や地域と市の協働はもとより、市の地域づくりに対する取組など、より広

い範囲の考え方、取組等を捉え「地域自治」とします。 

 

 

・デジタル化の遅れが、事務の円滑化や情報共有、新たな担い手の参画を妨げている。（注１） 

・地域づくりの基礎単位である町内会への加入率が低下傾向にある。 

・高齢化が進み、担い手が不足している。（注２）（注３） 

・町内会活動に対する住民の理解と参加を得づらい。（注２） 

・町内会等の活動が停滞、硬直化している。（注２） 

・担い手不足や活動負担により、地域活動やコミュニティの維持・持続が困難となる。（注２） 

・様々な組織がより連携して活動することが必要である。（注３） 

・若い世代をより積極的に活動に加える工夫が必要である。（注３） 

・活動を積極的に PRし、認知度を高めることが必要である。（注３） 

・様々な地域課題に対して地域が自ら考え実行することのできる仕組みや、地域課題を行政と

共有する仕組みが必要である。 

・市と地域、ＮＰＯ等がお互いの役割を尊重して協働する仕組みが必要である。 

・市と地域の双方の地域自治意識の向上が不可欠である。 

 

（注１）「旭川市町内会アンケート」 

（注２）「旭川市町内会・自治会長調査」より 

（注３）「まちづくり推進協議会アンケート・意見交換」より 

【地域自治の現状】 

注釈 推進ビジョンにおける地域自治と地域活動団体 
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【第２章】 本市が目指す「地域自治」のかたち 

 

 

    本市では、まちづくりの基本原則として、市民主体、地域主体の原則等を掲げてお

り、まちの持続的な発展に向けては、地域の実情を踏まえつつ、地域の特色や魅力を

生かした地域づくりを推進していく必要があります。 

 

これまで市内の各地域においては、住民の連携を図り、地域の課題を解決していく

ため、地縁団体である町内会や市民委員会のほか、地域で活動する様々な団体などで

構成された地域まちづくり推進協議会が設置され、住民による主体的な活動や、地域

と市の協働での取組、住民組織の連携や機能強化等などが進められてきました。 

 

本ビジョンではこうした地域（住民）主体の取組や考え方、市の地域づくりの取組

などを「地域自治」とし、「地域や住民が主体的に考え行動できる地域づくりの推進」

を理念に位置づけ、「組織間の連携促進と機能強化」「行政支援と機能の充実」「地域の

活動拠点機能の整備・充実」を主要な柱とする基本目標を掲げ、更に、目標達成に向

けた、取組の方向性や具体的取組を示しています。 

しかし、地縁団体は担い手不足と活動の負担により、その組織や活動の持続性が危

ぶまれている状況にあり、ビジョンの理念や基本目標を将来達成するためには、持続

可能な地域活動の基盤を確立する必要性があることから、ビジョンの改訂では、取り

組むべき優先課題を新たに設けた上で、取組の方向性を示すこととします。目標年次

は特に定めませんが、中長期的な展望を持ち、進捗状況を検証しながら本市にふさわ

しい地域自治の仕組み等を創出し、推進するものとします。 
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【第３章】 地域自治推進の基本目標 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

少子高齢化の進展と人口の減少、ライフスタイルや価値観の変化等による地域の人

間関係の希薄化が進み、市民生活に関する課題が多様化、複雑化する中、地震や大雪、

豪雨などの自然災害や孤立死、介護疲れなどを原因とした事故や事件など、深刻で重

大な課題や社会不安に対応するための地域における支え合いの機能が低下し、生活様

式の変化に加え、コロナ禍を経て、地縁団体の維持が難しくなっているところもあり

ます。 

一方で、ＮＰＯやボランティア団体が、様々な分野で市民や地域向けの事業を展開

しているほか、企業による社会貢献活動もみられるようになっており、地縁団体と連

携した取組の例も見られます。 

地域の課題に対応するには、これらの地域で活躍する様々な団体と連携するなど、

持続的な組織連携を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

目標設定の背景  

 

２ 

 

 

目標の達成像  

 

・官民の適切な役割分担のもと、地域づくりの基礎単位である町内会が主体的に活動

する中で、地域の多様な団体と連携しながら、個々の専門的知識やノウハウなどを

効果的に発揮、補完し合うことで、柔軟で持続可能な組織として活動している状態 

・組織相互の連携など、情報や人的資源等が効果的に共有、運用されることにより、

個々の団体、組織の活動が互いに作用し合って充実している状態 

 

組織間の連携促進と機能強化 

基本目標１ 
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暮らしやすい地域づくりを進めるためには、地域で活動する様々な団体がその特徴

を生かし、行政だけでは対応が困難、不十分なところを補完していくことが重要であ

り、そのためには、それぞれの団体が主体的、機動的に活動しやすい環境整備が必要

です。 

また、市として各地域の特性、資源を生かしたまちづくりを進める上では、行政組

織内における的確な情報共有や課題解決に向けた新たな体制の構築など、行政機能を

強化する必要があります。 

さらには、行政から地域への依頼事項についてもその在り方を見直すなど、地縁団

体業務の負担軽減を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

目標設定の背景  

 

２ 

 

 

目標の達成像  

 

・地域自治の推進に当たり、行政がその使命、役割を果たし、必要かつ的確な支

援を地域に対して行うことにより、住民組織が安定的にその力を発揮し、組織

の自主自立が確立されている状態 

・地域活動団体が、地域課題の解決や住民の福祉向上といった、主体的、本質的

な活動に注力できている状態 

 

行政支援と機能の充実 

基本目標２ 
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地域活動の活性化のためには、人や情報が集まり、幅広いニーズに対応した活動拠

点が必要です。こうした場があることで、コミュニティとしてのまとまりを実感し、

地域への帰属意識や住民同士の連帯感が高まることなども期待されます。 

また、地域活動に対する行政支援や地域特性に応じた住民サービス、個性ある地域

づくりを進める上での行政機能を充実させる面からも、地域が有する様々な施設機能

等を生かした拠点づくりが必要です。 

地域に最も身近な活動拠点である地域会館などは住民の交流、情報交換、そして非

常時における円滑な情報伝達や活動を支える上で欠かせない場としての役割を担って

おり、その維持は地域の持続にとって大きな意義を持ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

目標の達成像  

 

１ 

 

 

目標設定の背景  

 

・地域ごとに活動拠点を位置付けることで、人が集まり、情報共有の場が確保さ

れ地域活動が活性化されている状態 

・地域特性に応じた施設の機能連携により市民サービスが充実されている状態 

・既存の地域会館などが、持続的な活用が図られ維持されている状態 

地域の活動拠点機能の整備・充実 

基本目標３ 
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地域の範囲は、普段から交流を持つ住民同士が地域の課題を解決できることを実感

できる範囲が適当であり、人口規模や生活基盤、歴史的経過・文化等による結び付き

などのほか、地域の意見も十分に踏まえながら設定することが望ましいと考えます。 

一方では、学校の通学区域や除雪区域など、行政目的に応じて区域の違いもあるこ

とから、効率的、効果的な地域自治の観点から、それぞれの整合性に配慮していく必

要があります。 

    また、人口や構成員の減少により、地縁団体が単独での維持が困難な状況において

は、持続的な活動を確保するための組織の「合併・再編」も一つの選択肢として検討

する必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

目標設定の背景  

 

２ 

 

 

目標の達成像  

 

・まちづくりにおける地域の範囲とそこでの行政機能、公的なサービスの展開等

について関係性が整理され、地域と行政の効果的な情報共有や、地域資源の有

効活用等が進むことにより、地域活動のしやすさにつながり、また、利便性が

向上している状態 

・その地域の実情に応じて、地縁団体の活動範囲が最適化により、実施体制が確

保され、組織の持続化が見込まれる状態 

地域範囲の最適化 

基本目標４ 
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地域自治の実効性を高めるためには、地域と行政が必要な情報を共有し、様々な活

動、事業等に生かすことで、よりニーズに合った「地域づくり」を進めることが重要

です。そのため、地域まちづくり推進協議会や個々の団体・組織のほか、行政が持つ

地域情報等を一体的に把握し、地域の課題解決や地域活動団体が実施している様々な

取組につながるような情報共有の仕組みづくりを進める必要があります。 

また、地域の声を幅広く集めるとともに、行政の考え方や具体的な活動等が地域に

行き渡るような体制、仕組みについても充実、強化する必要があります。 

さらに、活動の負担軽減や新たな担い手の参加を促すため、市からの情報伝達の方

法としてデジタル化を促進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

目標設定の背景  

 

２ 

 

 

目標の達成像  

 

・地域情報の適切な管理・活用により、地域活動が多様化している状態 

・地域と行政の間で、円滑な情報交換や意思疎通、良好なパートナーシップが構

築されている状態 

・地縁団体等で積極的にデジタル技術が活用され、効率的な情報共有が進み、負

担軽減や新たな担い手の参画により、持続可能な地域活動が行われている状態 

情報共有体制の強化 

基本目標５ 
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地域自治の推進に当たっては、現在の担い手不足の解消や地域活動の活性化が必要

であり、そのためには、住民と行政が地域活動の担い手の育成手法の検討を行うこと

や、より多くの住民が地域活動へ参加できるよう、時間や形式にとらわれない「現代

にあわせた多様な参加」を可能とするなど、心理的・物理的なハードルを下げること

で「ライフスタイルに合わせた参加」を促すための仕組みと環境を整備する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

目標設定の背景  

 

２ 

 

 

目標の達成像  

 

・年齢、性別、立場などにかかわらない多様な地域活動の場が広がり、地域づく

りの新たな担い手が育つ環境が整っている状態 

・各種イベントや地域活動が増え、そこに積極的に参加する者が増えるなど、地

域内外で住民交流が活性化している状態 

・多様な活動形態や参加方法により、誰もが自身のライフスタイルに合わせてま

ちづくりの主体として意識し、活動に参加している状態 

地域活動参画に向けた環境づくり 

基本目標６ 
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【第４章】 地域自治推進の優先課題と具体的な取組 

 

 

 

 

 

  

  

 

町内会の持続的な運営を最優先とし、行政と町内会等との適切な役割分担に基づ

き、行政からの依頼事項や業務の在り方について見直しを進めます。また、情報共

有のデジタル化支援や、各町内会の自主的な運営改善の促進を通じて、役員の心理

的・物理的な負担を軽減するための支援を進めます。 

 

  

 

 

・行政からの地域への依頼業務について、その必要性を改めて確認し、依頼頻度の

見直しと依頼にかかる事務処理の改善を図ります。これにより、町内会の依頼業務

に費やす時間的、物理的な負担の軽減を目指します。 

 

・回覧板等で配布していた行政情報を市ホームページ上の専用ページに一元的に公

開する仕組みを構築します。また、各種申請、届出の手続を可能な限りオンライン

化することで、情報共有の迅速化を図るとともに、紙媒体による事務負担の軽減に

つなげます。 

 

・活動事例や業務効率化のためのマニュアルなどの作成と提供を行います。これに

より、各町内会が活動の見直しや役員の役割、任期の再設定など、自律的な組織運

営の改善につながるよう活用を促します。 

１ 町内会活動の負担軽減 

１ 

 

 

取組の方向  

 

２ 

 

 

具体的な取組 
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住民のライフスタイルや価値観の多様化に対応できるよう、地域活動における多

様な参加を働きかけ、地域主体で柔軟な組織運営を目指します。また、ＮＰＯや企

業などの主体との連携を促進し、地域全体で新たな共助の担い手が継続的に育つ環

境づくりに取り組みます。 

 

  

 

 

・町内会等が、固定された役割にこだわらず活動を細分化し、事業ごとの参加や非

役員の協力できるような柔軟な組織運営の事例を作成・提供し、多様な住民が関わ

れる仕組みづくりを目指します。 

 

・ＮＰＯ、企業、学校などの機能的組織や専門性を持つ団体を新たな共助の担い手

として捉え、地域課題と活動資源のマッチングを図り、従来の町内会活動では解決

が難しかった分野横断的な課題解決を推進し、協働体制の充実に努めます。 

 

 

２ 新たな担い手の育成・確保 

１ 

 

 

取組の方向  

 

２ 

 

 

具体的な取組 
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【第５章】 地域自治推進の基本目標の取組の方向と具体的な取組 

 

 

 

 

   

 

 

地域課題の解決には、地縁団体のみならずＮＰＯや企業などのほか地域で活動する

様々な団体の相互の連携が必要です。 

地縁団体のほかＮＰＯや学校など様々な団体が参加するまちづくり推進協議会など

の場を通じて組織間の連携を促進し、それぞれの団体が持つ情報やノウハウを共有し

ながら互いに活かし合う体制を構築することにより、地域を担い持続可能な地域社会

の実現を目指します。 

  

 

 

・町内会や市民委員会などの地縁団体のほか、地域で活動する様々な団体が参加す

る地域まちづくり推進協議会や各実行委員会での活動を通じて、地域内のネットワ

ーク機能を強化し、組織間で有機的な連携を行えるよう努めます。 

 

・新たな担い手の確保につながるよう、町内会、ＮＰＯやボランティア団体など様々

な分野で活躍する団体、組織等から、地域活動へ多くの参画を得られるよう、活動

への参加を促す啓発に努めるとともに、多様な活動主体が参画しやすい環境づくり

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 組織間の連携促進と機能強化 

１ 

 

 

取組の方向  

 

２ 

 

 

具体的な取組 

 

   

・地域の声を広く集め、地域の課題を把握し、解決策を検討しながら、地域づく

りの中心的な推進組織となること。 

・地域課題の解決のほか、地域に関する理解を深める事業、地域特性や魅力を発

信する事業その他地域の活性化に関する事業などを検討し、まちづくり推進プ

ログラムへ反映すること。 

・地域の課題や将来像などについて意見交換し、中長期的な活動計画を想定しな

がら、取組の優先性について検討すること。 

 ・地域の外にも目を向けた多様な連携を図る中で、他の行政機関や、民間企業、

学校、他の地域まちづくり推進協議会などとの情報交換を行うこと。 

【地域まちづくり推進協議会の役割】 
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地域での主体的な活動に対する支援や機動的に活動できる環境を整備することによ

り地域活動の活性化を図ります。 

地域自治を促進する行政組織の体制の充実を図り、効果的に地域づくり事業の展開

がされるよう総合的な仕組みづくりを推進します。 

 

 

  

 

・組織間のつながりや、多様な主体との協働を促す役割（コーディネート機能）を

担い、地域活動の支援や助言等の体制づくりを進めます。 

 

・地域の主体的な活動が円滑に推進できるよう、地域づくりに関する補助や委託等

の継続支援に努めます。 

 

・地縁団体が主体的、本質的な活動に注力できるよう、行政から地域への依頼事項

とその対応方法を見直し、業務の負担軽減を図ります。 

 

・地域づくりに関する事業を効率的、効果的に行うため、庁内組織である地域自治

推進会議を設置し、地域活動に資する各種制度や具体的な事業等について検討し、

支援の強化・充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

２ 行政支援と機能の充実 

１ 

 

 

取組の方向  

 

２ 

 

 

具体的な取組 
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地域活動の中核施設を地域ごとに設定し、地域が有する施設との機能連携強化を進

め、人が集まり、情報共有の場となる、地域活動に係る必要な各種機能の連携体とし

ての拠点機能の整備と充実に取り組みます。 

 

 

  

 

・地域まちづくり推進協議会の所管区域ごとに、地域づくりに関する行政支援、住

民による地域活動の拠点となる機能を整備します。 

 

   ・拠点施設は、支所や東部まちづくりセンターのほか、公民館や地域活動センター、

住民・地区センター等、市有施設の活用を基本とし、誰もが気軽に訪れ、地域情報

の収集や地域づくりに関する相談などが行える機能の整備、充実を進めます。 

 

・地域の状況などを踏まえ、公共施設の指定管理者が、地域まちづくり推進協議会

の事務局や地域づくりの支援などを担うことにより、拠点機能の充実強化を図るこ

とも検討していきます。 

 

・新たな地域活動団体が、地域課題の解決に向けた活動を円滑に行えるよう、既存

施設の活用など、必要に応じて活動場所の確保や整備に対する支援を図ります。 

 

・拠点施設である支所等が他施設（機能）の併設等により複合的な機能を有する場

合、各機能を有効に連携させることで、情報管理体制を整備し、行政支援や地域活

動の充実を図るとともに、迅速できめ細やかな住民サービスの提供に努めます。 

 

・拠点施設のほか、地域内にある様々な機能を持った各種施設を補完施設として位

置付け、それぞれの施設が持つ機能を有効に連携させることで地域活動の充実を図

ります。 

 

・地域が有する施設のひとつである地域会館についても、地域の人達が気軽に集ま

り、地域づくりに資する活動の場となっていることから、さらに有効活用できるよ

う情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域の活動拠点機能の整備・充実 

１ 

 

 

取組の方向  

 

２ 

 

 

具体的な取組 
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※ 市有施設一覧は資料編に掲載 

 

 

 

１ 地域づくりに関する情報収集・提供機能 

 ・地域づくりに関する各種情報の収集及び提供 

２ 地域活動に対する支援機能 

  ・会議等の活動場所の提供 

・住民の生活環境の改善や福祉増進、活性化等に関する課題の把握と解決方策の

検討 

３ 地域づくり等に関する相談機能 

・地域での困りごとや地域づくりに関する相談 

４ 地域内各種団体の連携に関するコーディネート機能 

・地域内にある各種団体の連携可能性の把握と、それに基づいた団体間連携に関

するコーディネート 

５ 市各部局と地域との連携・調整 

・市各部局と地域との連携に関する窓口、調整役 

 

【地域づくり拠点施設の基本機能】 
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地域の活動範囲は、住民が主体的に設定し活動することを踏まえ、地域まちづくり

推進協議会や行政サービスの効率的な提供などの視点から、地域活動の活性化や行政

の効率化、そして地域が一体となった事業展開につながるよう、地域範囲の最適化に

努めます。 

    また、人口や構成員の減少により活動の維持が難しくなった地縁団体が、持続的な

活動を行えるよう、合併や再編を含めた活動範囲の最適化を支援します。 

 

 

  

 

・地域まちづくり推進協議会の所管区域を地域づくりの基本的な範囲とし、住民組

織の活動状況を勘案し、地域自治の進捗に対する評価や地域の意見を踏まえながら、

最適化を図ります。 

 

   ・地域包括支援センターの担当地域や学校の通学区域など、行政目的に応じた所管

区域の一元的な実態把握を行う中で、一致しない部分についても地域活動に支障の

ないよう、機能連携の充実を図ります。 

 

・地縁団体が持続的な活動を維持するため、合併や再編に取り組みやすくなるため

の環境整備を行います。 

 

４ 地域範囲の最適化 

１ 

 

 

取組の方向  

 

２ 

 

 

具体的な取組 
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地域に関する情報を広く住民と共有しながら地域活動の持続化を推進していきます。 

また、デジタル技術を活用し地域と行政による地域情報の共有化を進め、広報広聴

機能の強化に活用していきます。 

さらに、地縁団体における情報共有のデジタル化を進め、地域活動の負担軽減と新

たな担い手の確保の取組につなげます。 

 

 

 

 

・地域づくりに関わる様々な情報を収集し、若年層を含め広く住民に共有、活用さ

れるよう、拠点施設等における情報提供や、ホームページ、ＳＮＳ等を通じた効果

的な地域情報の発信に取り組みます。 

 

・地域まちづくり推進協議会のネットワーク機能を生かした住民ニーズ、要望等の

一元的な収集と市政情報等の効果的な発信に向けた体制や仕組みづくりを行います。 

 

・地縁団体内の情報共有やコミュニケーションにおいて、デジタル技術の活用を支

援し、地域活動における負担軽減や若い世代の参加を進めます。また、デジタル技

術の活用が苦手な方が取り残されないよう、デジタル・ディバイド（※）対策に努

めます。 

 

 

※デジタル・ディバイド 

情報通信技術を使用できる人とできない人の間に生じる格差 

５ 情報共有体制の強化 

１ 

 

 

取組の方向  

 

２ 

 

 

具体的な取組 
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新たな担い手の育成や地域活動を牽引する人材の確保を進めるため、研修事業等の

充実に取り組むとともに、各種イベントをはじめとする地域活動に関わって、取り組

みやすい環境づくりや参加への啓発を広く行い、こうした活動に関わる地域住民を増

やすことにより、地域自治の裾野を広げるように努めます。 

 

 

  

 

 

・地域づくりに関わる担い手の育成に向け、地域づくりに関する研修の充実や、地

域活動への参画、理解促進につながる啓発活動等の充実を図ります。 

 

・学校教育機関と連携し、次代を担う子どもたちを対象に、地域活動へ積極的に関

わる機会を設けるなど、まちづくりへの参画意識を育てます。 

 

・地域活動への参加を促すため、時間や形式にとらわれない現代にあわせた多様な

参加（ライフスタイルに合わせた参加）を可能とするよう、広報手段の工夫やデジ

タルツールを導入等により、心理的・物理的に参加しやすい環境づくりの取組を推

進します。 

 

 

６ 地域活動参画に向けた環境づくり 

１ 

 

 

取組の方向  

 

２ 

 

 

具体的な取組 
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推進ビジョンでは、優先課題として活動負担の軽減と新たな担い手育成確保を掲げつ

つ、地域で活動する様々な団体の強化（自主・自立した多様な団体によるネットワーク

組織）を行政が支援し、地域と行政が互いの役割を持ちながら「地域自治の推進」を進

めていきます。 

このロードマップは、現在までの取組と今後目指すべき目標（方向性）を示していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進ビジョンの取組を進め、将来的には「地域や住民が主体的に考え行動できる地域づ

くりの推進」を図ることとします。 

 推進ビジョンの目標（ロードマップ） 
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 旭川市地域自治推進ビジョンにおける考え方（体系図） 
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1 

 

 

本市における人口・世帯数・人口構成の推移 

 

●この２０年間の人口の推移をみると平成１８年以降、継続的に減少しています。 

 令和７年（９月末現在） ３１３，０１５人 

 

●世帯数は、 

 人口減少が影響し、世帯数は横ばい（高止まり）傾向（単独世帯の増、核家族化） 

 （１世帯当たりの人口 平成１８年 ２．１人 ⇒ 令和７年 １．８人） 
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旭川市人口構成の

推移 

●少子高齢化の急速な進行 

  【年少人口（０～１４歳）】 約３割減（▲３３％） 

【生産年齢人口（１５～６４歳）】 ▲２８％  

  【高齢人口】 ６５歳以上：約１．４倍 ７５歳以上：約１．９倍 
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２ 

 

 

地域活動団体の状況  

 

町内会加入率及び加入世帯数の、この１０年間を見ると 

 加入率は ６０.３％ → 約 ５３.３ ％  ７ポイント減となっています。 

加入世帯数は平成２６年比で 約１１％ の減となっています。 

町内会加入率及び

加入世帯数の推移 

ＮＰＯ法人数の 

推移 

ＮＰＯ法人数の、この１０年間を見ると 

平成２６年の９２団体から平成３０年に１０６団体でピークを迎えるまで増加しました。 

その後は減少傾向に転じ、令和７年は９８団体となっています。 
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ボランティア登録団体

数と登録人数の推移 

ボランティア登録団数と人数の、この１０年間を見ると 

 登録団体数は    ９８ 団体  → ３１６ 団体   約３．２倍となっています。 

  団体会員数は  ３，６５６名 → ９，９３１名  約２．７倍となっています。 

個人登録人数は   ３１２名 → ７０１名      約２．２倍となっています。 

 

ここ数年は、団体数は横ばいの状況ですが、人数は増加傾向にあります。 
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３ 

 

地域別人口（地域まちづくり推進協議会 所管区域）  
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４

３ 

 

 

地域まちづくり推進協議会の取組状況  
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「曙会ふれあい広場」事業 ／ 曙会 

●事業概要 

  高齢者の居場所作りを支援する新たな取組なども行い、幅広い世代間交流を図る。 

七つ星ごみステーションのリニューアル事業 ／ 啓明町内会 

●事業概要 

  老朽化に伴い更新が必要となったごみステーションをみんなで修繕し、交流促進を図る。 

5

４ 

 

 

町内会等活性化事業の取組状況  

 



 

 

 

旭川市地域自治推進ビジョン 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

市民の企画提案による協働のまちづくり事業の取組状況  
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７ 地域・機能別の主な市有施設の状況  
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